
別紙５

３９９ 他に分類されない代謝性医薬品

【医薬品名】エルトロンボパグオラミン

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

［用法・用量に関連する使用上の注意］の項の同一用量の維持に関する記載を

「本剤の効果は、通常１～２週間であらわれるので、効果の確認のためには

少なくとも２週間は同一用量を維持すること。ただし、肝障害のある患者

では、血小板数が定常状態に達するまでの期間が長くなるため、効果の確

認のためには少なくとも３週間は同一用量を維持すること。」

と改める。


